
公益通報対応業務フロー

通報者・相談者 電話，電子メール，ＦＡＸ，書面又は面会により窓口を利用
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是正措置等

通報処理責任者の職務
• 公益通報対応業務を総理
• 通報に対する措置の検討
• 通報調査の実施
• 調査チームの編成（必要に応じ）
• 是正措置等に関する学長への意見提出
• 通報者等に対するフォローアップ
• 通報対象事実等の公表
• 職員等及び従事者に対する教育

通報窓口・相談窓口の職務
• 通報の受付，相談の対応
• 通報処理責任者への報告
• 他の適切な窓口で対応すべき事案であると判

断した場合の窓口の紹介

• 公益通報した日から20日以内に通報の受理・不受理，
調査の実施の有無，その他今後の対応等について通知

• 調査を実施する場合は進捗状況及び調査結果を通知
• 是正措置等を講じたときは，その内容を通知

学長の職務
• 通報処理責任者の指名
• 是正措置等の実施
• 被通報者への措置

通報窓口・相談窓口 総務部総務課長，副課長


